「明石市耐震改修促進計画（改定素案）」への
意見公募手続＜パブリックコメント＞の実施について
本市では、地震による人的被害の低減を目的として、平成20年３月に「明石市耐震改修促進計画」を策定し、耐震化率の目標を住宅と多数利用建築物共に令和７年度までに97％と定めました。　
その後、平成28年４月に改定を行い、計画期間を令和８年３月末までに延長しております。
このたび、計画期間が終了することから、今後も耐震施策を総合的かつ計画的に実施するため、明石市耐震改修促進計画の改定素案を作成しましたので、ご意見をお聞かせください。

１　本計画の位置づけ
　本計画は住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための計画であり、「兵庫県耐震改修促進計画」を踏まえて策定し、あわせて耐震化の取り組みを本市におけるまちづくり事業と効果的、一体的に推進するため「あかしＳＤＧｓ推進計画」、「明石市地域防災計画」等の関連計画との整合を図っています。
２　耐震化の進捗状況
（１） 住宅の耐震化率
最新の住宅土地統計調査結果にて推計したところ、令和７年度時点での住宅の耐震化率は92.5％となり、現行目標である「令和７年度における97％」を下回ると想定されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2） 多数利用建築物の耐震化率
所有者へのアンケートによると、多数利用建築物（「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する３階以上かつ1,000㎡以上の特定建築物）の令和７年度時点での耐震化率は94.6％となり、現行目標である「令和７年度における97％」を下回ると想定されます。
３　改定内容
耐震化の目標：「97％」から「耐震性が不十分な住宅をおおむね解消」
「97％」から「耐震性が不十分な多数利用建築物をおおむね解消」
計画期間：2026年度（令和８年度）～2035年度（令和17年度）　　　　　　　　　　　　　　
※計画期間の中間において進捗状況を調査し、見直しを行う予定です。　　　　　　　　　　　　　　　

４　明石市耐震改修促進計画（改定素案）の閲覧
　・明石市役所：都市局住宅・建築室建築安全課（本庁舎７階）、行政情報センター（本庁舎１階）
　・市民センター等：あかし総合窓口、大久保市民センター、魚住市民センター、二見市民センター

	　　　　　　閲覧場所
	執務時間

	建築安全課、行政情報センター
	平日　８時55分～17時40分

	あかし総合窓口
	平日　９時～２０時

土日祝日（第３日曜日を除く）９時～１７時15分

	各市民センター
	平日　８時55分～17時40分


　　
５　募集期間
　　20２６年（令和８年）１月６日（火）から202６年（令和８年）２月１０日（火）まで
　　※必着でお願いします。
６　意見を提出できる方
1 市内にお住まいの方及びその親族
2 市内に事務所又は事業所を有されている方及びその親族
3 市内に通勤又は通学されている方
4 市内において事業活動や市民活動を行う方又は団体
７　提出方法
必要事項（住所、氏名、年齢、電話番号、意見）を記載のうえ、下記のいずれかの方法により　　建築安全課まで募集期間内にご提出ください。
※自由様式（必要に応じて「ご意見提出様式」をご使用ください。）
※必ずご意見の該当箇所（「明石市耐震改修促進計画（改定素案）」のページ番号及び項目）を記載してください。
	郵送（必着）
	〒６７３－８６８６　明石市中崎１丁目５番１号　
明石市都市局住宅・建築室建築安全課パブリックコメント担当　宛

	ファクシミリ
	０７８－９１８－５１０９
※送信後、建築安全課（TEL：０７８－９１８－５０４６）へ着信確認をお願いします。

	電子メール
	kenchiku@city.akashi.lg.jp

	持参
	明石市都市局住宅・建築室建築安全課（本庁舎７階）
　業務時間：平日　８時55分～17時40分


※電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けておりません。
　　　※提出いただいたご意見は返却いたしません。
８　ご意見の取扱いについて
・ご意見は、今後の取組みの参考にいたします。
・ご意見は、受付期間終了後にとりまとめ、本市の考え方とあわせて市ホームページで公表します。公表の際、内容の要約または一部の表現をあらためさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
９　個人情報の取扱いについて
・提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報（明石市情報公開条例第11条各号のいずれかに該当する情報）については公表いたしません。
・ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
HP用





お問い合わせ先　明石市都市局住宅・建築室建築安全課　TEL：０７８－９１８－５０４６











